
（1）令和６年４⽉１⽇時点の初年次及び修了までに要する経費（単位︓円）

Ａ
Ｂ
Ｃ

名称 ⼈数 ⽀給・免除内容 出資者の属性 社会⼈優遇
項番 【記載例】○○奨学⾦ 10 ・⽉額５万円（総額60万円） 企業 ○

1
⽇本⼤学⼤学院法務研究科奨学⾦
第１種

既修9⼈
未修5⼈ 年額98万円 学内

2
⽇本⼤学⼤学院法務研究科奨学⾦
第２種

既修10⼈
未修5⼈ 年額50万円 学内

3
⽇本⼤学⼤学院法務研究科奨学⾦
第３種

既修4⼈
未修1⼈ 年額98万円 学内

4
⽇本⼤学⼤学院法務研究科奨学⾦
第４種

既修9⼈
未修3⼈ 年額50万円 学内

5
⽇本⼤学⼤学院法務研究科奨学⾦
第５種

既修5⼈
未修1⼈ 年額50万円 学内

名称 ⼈数 ⽀給・免除内容 出資者の属性 社会⼈優遇
項番 【記載例】○○奨学⾦ 10 ・⽉額５万円（総額60万円） 企業 ○

1 古⽥奨学⾦ １⼈ 年額20万円 学内
2 ロバート・Ｆ・ケネディ奨学⾦ １⼈ 年額20万円 学内

計（⼈）
9
1
0
0

計（⼈）
44
3
7

48
102

（6）教育訓練給付制度の令和6年度の指定状況（教育訓練給付制度とは︓https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html）
※該当している事項に「○」を⼊⼒してください。

指定を受けていない
指定を受けていない

（7）その他の経済的負担の軽減を図るための措置

3年コース（未修者）

　⼊学試験（既修）の成績優秀者（原則として男⼥各１名）に学⽣寮を寮費無料で提供。

給付・減免のみ
給付・減免及び貸与を併⽤
貸与のみ
活⽤無し

計

2年コース（既修者）

第⼀種奨学⾦のみ
第⼆種奨学⾦のみ
第⼀種奨学⾦・第⼆種奨学⾦を併⽤
令和６年度⼊学者のうち⼊学時特別増額貸与奨学⾦利⽤者

（5）　奨学⾦（⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦以外も含む）・授業料等減免等を何らか活⽤している法科⼤学院の学⽣数についてご教⽰ください。
種類

（4）⽇本学⽣⽀援機構の奨学⾦の令和５年度法科⼤学院⽣の受給状況
種類

給付・貸与・免除の
給付

給付
給付

（3）令和５年度において、法科⼤学院⽣も利⽤可能な学内の経済的⽀援制度（奨学⾦等）

給付

給付

（2）令和５年度において、法科⼤学院⽣のみを対象とした経済的⽀援制度（奨学⾦等）
給付・貸与・免除の

給付

給付

給付

給付

施設整備費、その他諸経費 100,000                                                                         200,000                                    300,000                        
※ 備考 ⽇本⼤学出⾝者は，⼊学⾦免除。

授業料 980,000                                                                         1,960,000                                 2,940,000                     
⼊学料 250,000                                                                         250,000                                    250,000                        

（８）経済的⽀援

修了までに要する経費の総額（初年度経費を含む）
初年度経費 2年コース（既修者） 3年コース（未修者）


